
平成 30年 10月 1日 

各 位 

 

 

定額タクシー運賃の実証実験スタート 

 

大和自動車交通株式会社（本社：江東区、代表取締役社長：前島忻治、以下「大和自動車

交通」）は、平成 30年 10月 1日より国土交通省が実施する定額タクシー運賃の実証実験に

参加いたします。 

 

目的 

いつもご利用頂いているお客様を対象に、割安にタクシーを利用できる環境を整え、地域

住民の利便性をさらに向上させることを目指します。 

 

定額タクシー運賃の概要 

 実施期間 ： 平成 30年 10月 1日（月）～平成 30年 12月 21日（金） 

 参加事業者： ① 大和自動車交通立川株式会社 ② 大和交通保谷株式会社 

 実施地域 ： ① 立川市・昭島市 

※乗車地、降車地の両方またはいずれかが上記市内である事 

        ② 西東京市内（泉町、北原町、北町、栄町、下保谷、住吉町、中

町、東町、東伏見、富士町、保谷町、柳沢、谷戸町） 

※乗車地、降車地の両方またはいずれかが上記市内である事 

 料金概要 ： 登録した乗車地、降車地までの片道料金を算出し、10回分の料金で

11回乗車できる回数券を発行致します。 

 定額タクシー運賃回数券購入方法 ： 各事業所にある申し込みチラシを参照のう

え下記事業所へお電話下さい。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

回数券購入について 

① 大和自動車交通立川株式会社 042-523-1453 

② 大和交通保谷株式会社 042-421-4067 

 

詳細の問い合わせ 

担当 ： タクシー事業統括部タクシー課 課長 片根 

電話 ： 03-6757-7170 

Email ：y-katane@daiwaj.com 
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